
二
節

吉
野
山
の
院
僧

徳

永

誓

子

『
舟
知
家
文
書
』
の
調
査
を
通
じ
、
舟
知
家
が
近
世
吉
野
山
に
お
い
て
院
僧
と
い
う
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
呼
称
に｢

僧｣

と
つ
く
も
の
の
、
院
僧
に
属
し
た
の
は
舟
知
家
を
含
め
、

皆
俗
人
で
あ
り
、
院
僧
と
い
う
呼
称
の
由
来
は
現
時
点
で
は
詳
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
『
舟
知
家
文

書
』
は
院
僧
の
体
系
的
究
明
に
資
す
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
本
格
的
な
考
察
に
至
れ
ず
、

院
僧
と
舟
知
家
の
歴
史
に
関
わ
る
文
書
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
、
先
に
お

詫
び
し
て
お
く
。
な
お
、
舟
知
は｢

船
知｣

と
も
書
か
れ
る
が
、
本
稿
で
は
文
書
を
引
用
す
る
際
も
含

め
、｢

舟
知｣

に
表
記
を
統
一
し
た
。

院
僧
に
つ
い
て
は
、
同
じ
吉
野
山
の
地
下(

地
下
人)

を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
若
干
の
言
及
が
な
さ

れ
て
き
た
。
地
下
の
研
究
も
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
南
朝
に
ゆ
か
り
の
者
と
い
う
由
緒
に
関
心
が

寄
せ
ら
れ
、
宮
坂
敏
和
が
専
論
を
著
し
、『
吉
野
町
史
』
や
首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』
で
も
字
数
を

割
い
て
い
る

(
)

。
こ
の
う
ち
、
宮
坂
論
文
と
『
金
峯
山
寺
史
』
が
院
僧
に
触
れ
て
い
る
。

1

宮
坂
論
文
以
下
の
論
考
は
、
『
平
木
家
文
書
』｢

地
下
記
録｣

や
天
理
図
書
館
保
井
文
庫
蔵｢

地
下
中

并
院
僧
ト
争
論
記｣

な
ど
を
用
い
て
、
地
下
の
由
緒
や
実
態
を
論
じ
て
き
た

(
)

。｢

地
下
記
録｣

｢

地
下
中

2

并
院
僧
ト
争
論
記｣

は
と
も
に
宝
暦
五
年(

一
七
五
五)

頃
の
地
下
と
院
僧
の
争
論
に
関
し
て
、
地
下
が

残
し
た
文
献
で
あ
る
。
こ
の
争
論
は
、
『
舟
知
家
文
書
』
に
含
ま
れ
る
院
僧
関
係
文
書
と
も
関
連
が
あ

る
の
で
、
主
に
宮
坂
論
文
に
依
拠
し
て
地
下
の
概
要
を
述
べ
て
お
く
。

地
下
と
い
う
言
葉
は
、
清
涼
殿
に
昇
殿
を
許
さ
れ
た
堂
上
に
対
し
、
そ
れ
を
許
さ
れ
な
い
者
を
さ

し
、
ま
た
官
位
を
持
た
な
い
者
、
す
な
わ
ち
庶
民
を
意
味
す
る
場
合
な
ど
も
あ
る
が
、
吉
野
山
に
お

い
て
は
町
人
の
う
ち
で
特
権
を
有
し
た
者
を
い
い
、
惣
年
寄
な
ど
町
方
に
お
け
る
重
職
も
地
下
の
者

が
務
め
る
習
い
に
な
っ
て
い
た
。｢

地
下
記
録｣

収
録
の
文
書
で
は
、
地
下
は
後
醍
醐
天
皇
陵
を
守
護

す
る
た
め
に
吉
野
山
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
来
、｢

地
下
人｣

を
称
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
は

金
峯
山
寺
の
僧
と
と
も
に
吉
野
山
の
こ
と
を
取
り
計
ら
っ
た
こ
と
、
僧
や
祢
宜
を
輩
出
し
て
き
た
こ

と
、
寛
文
年
間(

一
六
六
一
～
一
六
七
三)

ま
で
は
地
下
老
分
中
へ
百
八
〇
石
余
の
収
納
が
あ
っ
た
こ
と

な
ど
が
見
え
る

(
)

。
宮
坂
論
文
は
、｢

南
朝
遺
臣
の
子
孫｣

と
す
る
伝
承
の
実
否
は
史
料
の
限
界
が
あ
り

3

確
認
が
困
難
で
あ
る
と
断
り
を
入
れ
て
、
地
下
が｢

南
朝
遺
臣
の
子
孫｣

の
旗
印
の
も
と
に
台
頭
し
た

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
、
室
町
末
期
頃
か
ら
近
世
中
頃
ま
で
吉
野
山

の
中
で
相
当
の
勢
力
を
占
め
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。

宝
暦
の
争
論
は
院
僧
か
ら
の
訴
え
に
よ
り
始
ま
っ
て
お
り
、
『
舟
知
家
文
書
』
に
も
第
五
函
二
括
14

・

・

号
と
、
三
点
の
関
連
文
書
が
見
い
だ
せ
る
。
こ
の
う
ち
第

号
は
宝
暦
五
年
九
月
に
地
下

15

16

14

人
老
分
惣
代
福
角
藤
太
夫
以
下
四
名
が
学
頭
恵
心
院
権
大
僧
正
忍
達
に
差
し
出
し
た
書
付
の
写
で
あ

り
、｢

地
下
記
録｣

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
し
い
第

号
15

・

号
の
概
要
を
紹
介
し
た
い

(
)

。
第

号
は
第
二
章
史
料
編
の
史
料

、
第

号
は
史
料
編
の
史
料

16

4

15

27

16

で
あ
る
。
以
下
、
史
料
編
収
録
史
料
は
基
本
的
に
は
史
料
編
の
番
号
で
表
記
す
る
。

28
史
料

は
森
下
馬
左
衛
門
・
山
下
喜
右
衛
門
・
藤
井
喜
右
衛
門
の
三
名
の
院
僧
惣
代
が
、
寺
僧
役

27

者
地
福
院
・
勝
光
院
に
差
し
出
し
た
宝
暦
五
年
十
月
五
日
口
上
覚
の
写
で
あ
る
。
近
世
の
金
峯
山
寺

は
天
台
宗
輪
王
寺
宮
の
配
下
と
な
り
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
高
僧
が
金
峯
山
寺
の
学
頭
を
兼
任
し
た
。

現
地
の
僧
侶
は
天
台
宗
の
寺
僧
と
真
言
宗
の
満
堂
の
二
集
団
に
分
か
れ
て
お
り
、
学
頭
代
は
寺
僧
が

務
め
た
。
寺
僧
・
満
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
中
世
の
衆
徒
・
堂
衆
の
系
譜
を
引
き
、
前
者
が
上
位
に
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
が
、
近
世
に
は
両
者
の
勢
力
は
拮
抗
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る

(
)

。
5

史
料

文
書
の
冒
頭
に
は
、｢

当
山
院
僧
之
儀
者
従
往
古
一
格
相
立
侍
ニ
而
、
御
衆
中
様
江
与
力
仕
、

27

諸
事
御
用
相
勤
来
候｣

と
あ
る
。｢

御
衆
中
様｣

は
寺
僧
を
さ
す
の
で
、
院
僧
が
自
身
を
寺
僧
に
仕
え
る

侍
と
認
識
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。こ
れ
は
、地
下
側
が
書
い
た｢

地
下
中
并
院
僧
ト
争
論
記｣

の｢

此

院
僧
と
申
者
は
吉
野
山
寺
僧
代
々
御
家
来
之
者
に
て
、
其
寺
々
よ
り
給
田
等
を
貰
ひ
出
入
仕
候
者
共

に
御
座
候｣
と
の
記
述
の
前
半
と
大
筋
に
お
い
て
重
な
っ
て
い
よ
う
。

史
料

文
書
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。
院
僧
は
学
頭
に
奉
仕
し
、
南
都
奉
行
所
・
代
官
所
が
金
峯

27

山
寺
の
学
頭
所
に
立
ち
寄
る
際
に
は
、
格
別
に
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
五
、
六
年
前
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に
地
下
は｢

御
門
主
様
実
城
寺
附｣

の
家
来
と
な
り
、
か
つ
て
脇
差
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
の

に
、
帯
刀
御
免
と
な
っ
た
。
地
下
が
私
共
院
僧
を
一
等
も
二
等
も
見
下
す
の
で
、｢

御
衆
中
様｣

に
対

し
従
来
通
り
奉
仕
を
す
る
の
も
難
し
い
。
ど
う
か
前
々
の
通
り
に
し
、
せ
め
て
地
下
と
同
等
に
仰
せ

つ
け
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

実
城
寺
は
学
頭
坊
で
あ
り
、
文
中
の
学
頭
所
も
こ
の
寺
に
相
当
す
る
。
院
僧
側
が
述
べ
る
二
五
、

六
年
前
の
一
件
は
、
地
下
側
の
文
献
で
は
享
保
一
六
年(

一
七
三
一)

の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
、
上
洛
中

の
輪
王
寺
宮
の
も
と
に
参
上
し
て
そ
の
家
来
と
な
る
こ
と
、
お
よ
び
帯
刀
の
双
方
を
認
め
ら
れ
、
学

頭
に
そ
の
旨
を
申
し
上
げ
た
と
す
る
。
ま
た
、
帯
刀
は
前
々
か
ら
で
あ
る
も
の
の
由
緒
が
年
を
経
た

た
め
、
輪
王
寺
宮
か
ら
免
許
を
得
た
と
述
べ
て
い
る

(
)

。
地
下
が
門
跡
か
ら
帯
刀
御
免
と
さ
れ
た
年
代

6

に
関
し
て
は
、
院
僧
と
地
下
の
間
に
認
識
の
相
違
は
見
ら
れ
な
い
が
、
帯
刀
を
新
規
と
す
る
か
以
前

か
ら
と
す
る
か
に
は
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。｢

地
下
中
并
院
僧
ト
争
論
記｣

で
も
地
下
側
は
、
地
下
と

院
僧
は
前
々
か
ら
格
別
の
品
と
説
い
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
院
僧
と
の
食
い
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

史
料

文
書
は
宝
暦
六
年(

一
七
五
六)

一
二
月
に
学
頭
恵
心
院
忍
達
が
地
下
に
対
し
て
下
し
た｢

申

28

渡
之
覚｣

の
写
で
あ
り
、
六
箇
条
か
ら
な
る
。
一
箇
条
目
で
は
地
下
が
実
城
寺
の
家
来
と
は
名
乗
ら
ず

に｢

宮
様
御
家
来｣

を
称
し
て
学
頭
を
軽
ん
じ
、
学
頭
所
の
職
務
を
忌
避
す
る
こ
と
を
咎
め
、
四
箇
条

目
で
は
院
僧
の
格
を
尊
重
す
る
よ
う
申
し
渡
し
、
五
箇
条
目
で
は
地
下
の
帯
刀
は
近
来
の
こ
と
と
断

ず
る
。
他
の
箇
条
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
概
し
て
地
下
側
の
主
張
が
退
け
ら
れ
て
い
る
。

院
僧
と
地
下
の
争
論
は
宝
暦
以
外
に
も
生
じ
て
お
り
、『
舟
知
家
文
書
』
に
見
え
る
早
い
例
で
は
、

史
料

(

第
二
函

号)

の
、
院
僧
惣
代
宗
休
・
小
兵
衛
・
九
右
衛
門
・
四
郎
兵
衛
の
四
名
が
、
学
頭
代

17

1

知
足
院
・
吉
岡
彦
右
衛
門
に
宛
て
た
貞
享
二
年(

一
六
八
五)

二
月
二
四
日
の
言
上
書
に
、
幕
を
め
ぐ
り

地
下
が
奈
良
代
官
三
田
次
郎
右
衛
門
に
訴
訟
を
起
こ
し
、
前
年
の
夏
頃
か
ら
三
度
も
南
都
に
呼
び
つ

け
ら
れ
疲
弊
し
て
い
る
と
記
さ
れ
る
。
幕
の
一
件
は
、
地
下
側
の｢

地
下
中
并
院
僧
ト
争
論
記｣

に
、

町
家
に
お
い
て
地
下
の
他
に
幕
を
張
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
、
寛
文
年
中(

一
六
六
一
～
一
六
七
三)

に
院
僧
が
幕
を
張
り
始
め
て
不
届
き
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
史
料

文
書
の
貞
享
二
年
よ
り
二

17

〇
年
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
前
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
幕
の
件
が
院
僧
と
地
下
の
間
で
長
期
に
わ
た
り
取

り
沙
汰
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
史
料

文
書
は
、
院
僧
の
呼
称
が
文
面
に
見
え
、

17

年
代
が
確
定
で
き
る
文
書
と
し
て
は
最
も
古
い

(
)

。｢

地
下
中
并
院
僧
ト
争
論
記｣

の
記
述
を
合
わ
せ
見

7

る
に
、
寛
文
年
間
に
は
院
僧
の
集
団
、
院
僧
仲
間(

中
間)

は
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

舟
知
家
が
院
僧
と
し
て
現
れ
る
文
書
の
う
ち
、
年
代
が
最
も
古
い
の
は
史
料

(

第
五
函
第
二
括

29

18

号)

お
よ
び
史
料

(

第
五
函
二
括

号)

文
書
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
い
ず
れ
も
舟
知
市
郎
右
衛

30

19

門
が
寺
僧
役
人(

役
者)

道
光
寺
と
喜
蔵
院
に
宛
て
た
願
書
の
下
書
な
い
し
控
と
見
ら
れ
、
史
料

は
29

明
和
六
年(

一
七
六
九)

三
月
、
史
料

は
同
年
四
月
の
年
記
を
持
つ
。
史
料

と
史
料

は
細
部
に
相

30

29

30

違
が
見
ら
れ
る
が
、
内
容
は
概
ね
重
な
っ
て
い
る
。
前
欠
の
史
料

の
方
が
、
箇
条
の
配
列
な
ど
が

30

整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
適
宜
史
料

を
参
照
し
つ
つ
、
史
料

文
書
の
概
要
を
述
べ
る
。

29

30

文
書
の
末
尾
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
料

文
書
は
家
名
の
相
続
を
願
い
出
た
も
の
で
あ

30

る
。
舟
知
市
郎
右
衛
門
は
、
先
祖
が
寺
僧
に
対
し
て
果
た
し
た
忠
孝
を
、
以
下
の
四
箇
条
に
分
け
て

記
し
て
い
る
。
①
五
代
以
前
の
先
祖
長
右
衛
門
。
明
暦
三
年(

一
六
五
七)

九
月
の
一
件
。
吉
野
山
と
鳥

住
村
と
際
目
に
つ
い
て
争
っ
た
折
に
鳥
住
村
の
者
を
殺
し
、
そ
の
咎
で
張
り
付
け
に
な
っ
た
。
②
四

代
以
前
の
先
祖
市
郎
右
衛
門
。
寛
文
七
年(

一
六
六
七)

二
月
の
一
件
。
大
谷
山
の
田
を
拓
き
、
寺
僧
の

田
地
と
し
た
。
③
先
祖
市
郎
右
衛
門
。
天
和
二
年(

一
六
八
二)

二
月
の
一
件
。
満
堂
を
阻
止
し
て
、
一

坂
か
ら
関
屋
ま
で
桜
並
木
を
植
え
、
寺
僧
の
も
の
と
し
た
。
④
先
祖
市
郎
右
衛
門
。
元
禄
一
二
年(

一

六
八
九)

六
月
の
一
件
。
山
上
で
の
寺
僧
の
護
摩
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
満
堂
を
、
洞
川
辻
子
で
切
り

伏
せ
た
。

③
④
の
市
郎
右
衛
門
が
、
②
の
四
代
以
前
の
市
郎
右
衛
門
と
同
人
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
年

代
か
ら
は
同
一
人
物
と
見
て
も
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
①
④
は
舟
知
の
先
祖
一
人
で
は
な

く
、
院
僧
と
思
し
き
他
の
人
物
と
共
同
で
対
処
し
た
案
件
と
さ
れ
て
い
る
。
四
つ
の
箇
条
に
見
え
る

院
僧
の
寺
僧
に
対
す
る
奉
仕
は
、
所
領
の
拡
張
・
確
保
、
そ
の
た
め
の
暴
力
の
行
使
で
あ
り
、
①
で

は｢

法
仲｣
で
あ
る
寺
僧
に
成
り
替
わ
り
、
際
目
を
め
ぐ
り
争
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

五
箇
条
目
の
冒
頭
に
は｢

此
度
一
山
町
宿
老
不
調
法
仕
候
附
、
御
学
頭
代
様
御
咎
ニ
附
、
門
外
金
屋

ノ
手
ニ
相
掛
り
何
共
心
外
奉
存
候｣

と
記
す
。
こ
の
箇
所
が
相
続
願
い
が
必
要
に
な
っ
た
理
由
に
あ
た
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第1章2節 吉野山の院僧

る
と
考
え
ら
れ
、｢

一
山
町
宿
老｣

と
し
て｢

不
調
法｣

を
し
た
の
で｢

御
学
頭
代
様
御
咎｣

に
処
せ
ら
れ
、

｢

門
外
金
屋
ノ
手
ニ
相
掛｣

っ
た
と
読
み
取
れ
る
。｢

門
外
金
屋
ノ
手
ニ
相
掛｣

る
が
ど
の
よ
う
な
処
遇

か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
解
釈
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
当
時
、
市
郎
右
衛
門
は｢

町
宿
老｣

(

史
料

で
は｢

町
役
人｣

)
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

29

な
お
、
①
か
ら
④
の
出
来
事
に
関
わ
る
文
書
は
、
現
時
点
で
は
『
舟
知
家
文
書
』
内
に
見
い
だ
せ

て
い
な
い
。
舟
知
家
の
者
が
院
僧
と
し
て
現
れ
、
年
代
が
明
記
さ
れ
る
最
も
古
い
文
書
が
こ
の
二
点

な
の
で
、
史
料

文
書
冒
頭
の｢
私
シ
先
祖
代
々
院
僧
家
筋
御
寺
僧
中
江
与
力
侍
ニ
て
御
座
候｣

の
傍

29

証
と
な
る
文
書
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。

明
和
の
願
書
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
判
然
と
せ
ず
、
こ
の
願
書
に
対
す
る
処
置
も
関
連
文
書
が
見

当
た
ら
な
い
が
、
こ
れ
以
後
の
文
書
に
は
、
市
郎
右
衛
門
な
ど
舟
知
家
の
者
が
院
僧
と
し
て
登
場
し

て
お
り
、
家
名
の
相
続
は
認
め
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
史
料

・
史
料

よ
り
も
早
い
文

29

30

書
で
は
、
史
料

(

第
一
函

号)

の
元
禄
九
年(

一
六
九
六)

十
一
月
二
十
七
日｢

家
屋
敷
売
渡
証
文｣

の

16

1

宛
所
に
見
え
る｢

下
町

市
郎
右
衛
門｣

に
留
意
し
た
い
。
姓
は
欠
く
が
、
こ
の
人
物
は
舟
知
家
の
者

と
推
測
で
き
る
。

続
い
て
、
院
僧
と
し
て
の
舟
知
家
の
動
向
を
示
す
文
書
を
、
い
く
つ
か
取
り
上
げ
よ
う
。
史
料
31

・
史
料

(

第
五
函
第
二
括

号
・

号)

の
二
点
は
、
天
明
八
年(

一
七
八
八)

二
月
に
院
僧
が
連
署
を
据

32

23

24

え
た
定
の
写
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の
内
容
は
概
ね
共
通
し
て
お
り
、
新
規
の
加
入
者
に
対
す
る
厳
密

な
吟
味
、
ま
た
院
僧
仲
間
の
席
次
を
規
定
し
た
三
箇
条
が
記
さ
れ
て
い
る

(
)

。
書
き
並
べ
ら
れ
る
院
僧

8

の
名
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
六
ヶ
院
組
が
平
嘉
介
以
下
七
名
、
山
下
組
が
山
下
藤
左
衛
門
以
下
七

名
、
野
際
組
が
藤
井
喜
右
衛
門
以
下
八
名
で
あ
る

(
)

。
舟
知
市
郎
右
衛
門
の
名
は
、
野
際
組
の
藤
井
喜

9

右
衛
門
の
後
に
見
え
る
。

宝
暦
の
争
論
時
に
院
僧
が
寺
僧
役
者
に
差
し
出
し
た
史
料

に
、
院
僧
惣
代
と
し
て
名
を
記
し
て

27

い
た
三
名
の
う
ち
、
森
下
馬
左
衛
門
は
六
ヶ
院
組
、
藤
井
喜
右
衛
門
は
野
際
組
に
名
が
見
え
る
。
山

下
喜
右
衛
門
の
名
は
な
い
が
、
山
下
組
は
山
下
姓
が
七
名
の
う
ち
五
名
を
占
め
て
お
り
、
い
ず
れ
か

の
縁
者
と
推
測
で
き
る
。
宝
暦
争
論
時
の
院
僧
惣
代
三
名
は
、
六
ヶ
院
・
山
下
・
野
際
の
各
組
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
地
下
仲
間
も
複
数
の
組
に
分
か
れ
て
お
り
、
院
僧
仲
間
も
同
様
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る

(
)

。
10

時
代
が
少
し
下
り
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
舟
知
家
の
者
が
院
僧
惣
代
の
肩
書
き
を
持
つ
例
が
出

て
く
る
。
第
二
函

号
文
化
十
二
年(

一
八
一
五)

正
月
日｢

地
子
預
り
証
文｣

で
は
宛
所
に
舟
知
市
郎
右

41

衛
門
が
、
第
五
函
二
括

号
文
政
十
年(

一
八
二
七)

七
月｢

口
上
覚｣

で
は
差
出
に
舟
知
佐
兵
衛
が
、
院

39

僧
惣
代
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。

更
に
や
や
後
の
時
代
に
は
、
第
三
函

号
の
天
保
七
年(

一
八
三
六)

九
月
の｢

田
地
譲
状｣

の
差
出
に

11

舟
知
雄
兵
衛
が｢

寺
僧
領
役
人｣

の
肩
書
き
を
冠
さ
れ
て
お
り
、｢

寺
僧
領
役
人｣

は
こ
れ
以
後
に
も
い

く
つ
か
の
文
書
に
見
い
だ
せ
る
。

文
化
文
政
の
文
書
で
舟
知
家
の
者
と
と
も
に
院
僧
惣
代
と
さ
れ
る
の
は
藤
井
喜
右
衛
門
で
あ
る
。

天
保
七
年
以
後
の
文
書
の｢

寺
僧
領
役
人｣

は
舟
知
と
藤
井
以
外
の
名
も
見
え
る
が
、
舟
知
の
者
が
こ

の
役
職
を
称
す
る
場
合
、
藤
井
家
の
者
と
概
ね
連
名
に
な
っ
て
い
る
。
天
明
八
年
の
史
料

・
史
料

31

で
は
舟
知
・
藤
井
は
と
も
に
野
際
組
に
属
し
て
い
た
の
で
、
舟
知
に
つ
い
て
は
院
僧
と
し
て
も
寺

32僧
領
役
人
と
し
て
も
、
六
ヶ
院
組
・
山
下
組
と
思
し
き
人
物
と
連
名
に
な
る
例
が
確
認
で
き
な
い
点

が
気
に
か
か
る
。
舟
知
が
惣
代
を
称
す
る
場
合
は
野
際
組
の
惣
代
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、

も
し
く
は
院
僧
惣
代
と
三
組
の
あ
り
方
に
変
化
が
生
じ
た
か
は
、
判
断
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。
寺

僧
領
に
関
し
て
は
文
化
年
間(

一
八
〇
四
～
一
八
一
八)

以
後
の
売
券
類
が
複
数
見
い
だ
せ
、
院
僧
の
活

動
に
関
わ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

院
僧
や
寺
僧
領
役
人
と
い
っ
た
肩
書
き
を
称
さ
な
い
文
書
に
ま
で
目
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
一
九
世

紀
に
田
畠
・
山
・
屋
敷
な
ど
が
舟
知
家
に
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
同
じ
時
期
に
は
、

近
世
吉
野
山
に
特
有
の
権
益
、
花
供
懺
法
知
識
場
に
も
舟
知
家
は
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

首
藤
善
樹
の
論
考
を
も
と
に
、
花
供
懺
法
会
と
そ
の
知
識
場
に
つ
き
概
要
を
述
べ
た
い

(
)

。
花
供
懺

11

法
会
は
、
今
日
に
は
花
供
会
式
の
通
称
で
知
ら
れ
、
桜
の
季
節
四
月
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
近

世
に
は
二
月
に
行
わ
れ
て
い
た
。
修
二
会
に
起
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
中
世
に
は
山
上

で
五
月
に
行
わ
れ
た
二
つ
の
行
事
、
花
供
と
懺
法
に
そ
れ
ぞ
れ
従
事
し
た
寺
僧
方
の
花
供
正
頭
・
満
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堂
方
の
懺
法
正
頭
が
大
き
く
関
与
す
る
形
に
変
化
し
、
名
称
も
両
正
頭
に
ち
な
む
も
の
と
な
っ
た
。

並
行
し
て
山
上
の
花
供
と
懺
法
が
廃
れ
、
両
正
頭
の
本
来
の
役
割
り
も
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
花
供
懺
法
会
で
は
天
下
泰
平
・
五
穀
成
就
を
祈
願
し
て
、
餅
搗
き
、
蔵
王
堂
以
下
山
内
堂
社

へ
の
餅
他
の
供
進
、
僧
徒
以
下
の
行
列
、
餅
撒
き
な
ど
が
行
わ
れ
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
規
模
を
大

き
く
し
て
い
っ
た
。

花
供
懺
法
会
の
費
用
を
得
る
た
め
に
、
大
和
国
と
近
隣
諸
国
で
勧
進
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
勧
進
先

を
地
域
に
よ
っ
て
区
切
っ
た
の
が
知
識
場
で
あ
る
。
一
八
世
紀
初
頭
の
例
で
は
正
頭
が
一
括
し
て
勧

進
米
を
受
け
取
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
同
世
紀
後
半
に
は
僧
坊
が
知
識
場
を
分
割
し
て
所
持
す
る
よ

う
に
な
り
、
正
頭
に
ど
の
程
度
還
元
さ
れ
た
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
、
ま
た
変
化
の
理
由
も
不

明
で
あ
る
、
と
首
藤
は
述
べ
て
い
る
。

歴
史
的
経
緯
に
不
明
瞭
な
点
が
残
る
知
識
場
で
あ
る
が
、
正
頭
に
一
括
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
例
、

僧
坊
に
分
割
さ
れ
た
例
と
も
に
、
勧
進
は
吉
野
山
な
い
し
大
坂
な
ど
の
町
人
が
請
け
負
っ
た
。
舟
知

に
関
し
て
は
、
史
料

(

第
二
函

号)

の
天
保
一
四
年(

一
八
四
三)
十
二
月｢

知
識
場
所
十
二
カ
年
賦
譲

21

90

証
文｣

に
お
い
て
寺
僧
役
者
成
就
院
・
喜
蔵
院
か
ら
高
野
山
中
の｢

知
識
場
并
檀
方
諸
初
穂｣

を
、
史
料

・
史
料

(

第
二
函

号
・

号)

の
い
ず
れ
も
嘉
永
元
年(

一
八
四
八)

極
月
日
の
年
記
の
あ
る｢

知
識

22

23

91

92

場
順
行
下
行
請
書｣

に
お
い
て
久
保
坊
か
ら
近
江
国
・
河
内
国
の
知
識
場
を
請
け
負
っ
て
い
る
。
史
料

の
方
は
更
に
安
政
二
年(

一
八
五
五)

ま
で
期
限
を
延
長
し
、
史
料

・
史
料

の
方
は
天
保
一
四
年

21

22

23

か
ら
の
契
約
を
延
長
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
久
保
坊
が
満
堂
に
属
す
る
点
に
、
留
意
し
て
お

き
た
い

(
)

。
12

ま
た
、
史
料

(

第
五
函
二
括

号)

文
政
二
年(

一
八
一
九)

正
月
の｢

為
取
替
知
識
場
一
札｣

は
、
大

33

38

坂
常
盤
町
の
木
屋
武
兵
衛
か
ら｢

吉
野
山
知
足
院
様
御
役
人｣

の
舟
知
市
郎
右
衛
門
に
宛
て
た
も
の
で
、

知
足
院
の
知
識
場｢

大
坂
三
郷
町
中
并
天
王
寺
領
方
・
北
野
・
曽
祢
崎
・
福
嶋
・
川
崎｣

の
巡
行
を
銀

一
貫
五
百
目
で
請
け
負
う
旨
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
中
で
興
味
深
い
の
は
、｢

尤
三
郷
町
中
ハ
貴

様
・
拙
者
両
人
江
被
仰
付
候
所
、
貴
様
御
不
案
内
ニ
付
、
拙
者
江
御
頼
被
成
候
所
実
正
也｣

と
あ
り
、

舟
知
が
知
足
院
か
ら
請
け
負
っ
た
知
識
場
を
武
兵
衛
が
請
け
負
う
点
で
あ
る
。
大
坂
三
郷
中
他
で
の

巡
行
は
現
地
の
武
兵
衛
が
担
い
、
吉
野
に
い
る
舟
知
は
知
足
院
配
下
で
そ
の
窓
口
役
を
務
め
た
こ
と

に
な
ろ
う

(
)

。
13

い
ず
れ
も
文
政
六
年(

一
八
二
三)

十
二
月
日
の
史
料

(

第
二
函

号)｢

知
識
場
所
村
書｣

と
史
料

18

43

19

(

号)｢

知
識
場
所
譲
リ
一
札｣

に
も
、
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
院
僧
の
藤
井
儀
平
治
が
舟
知
市

44郎
右
衛
門
に
銀
子
百
目
で
知
識
場
を
譲
っ
た
際
の
文
書
で
あ
り
、
史
料

文
書
に
は
大
和
国
葛
下
郡

18

の
加
守
村
・
畑
村
以
下
の
一
四
村
が
該
当
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
両
文
書
中
で
、こ
の
知
識
場
は｢

院

僧
中
持
分
之
知
識
場｣

と
書
か
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
、
院
僧
中
の
持
分
な
の
か
、
寺
僧
か
ら
院
僧
中

に
請
け
負
わ
し
た
も
の
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
知
識
場
の
変
化
を
示
す
一
例
と
も
考
え
ら
れ
る
。

寺
僧
に
従
う
院
僧
が
満
堂
の
知
識
場
を
請
け
負
う
史
料

・
史
料

(

第
二
函

号
・

号)

の
例
も
、

22

23

91

92

同
様
と
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
、
断
片
的
な
事
例
か
ら
推
量
す
る
な
ら
ば
、
院
僧
は
吉
野
山
の
町
人
の
う
ち
で
、
寺
僧
に
従

い
、
そ
の
所
領
な
ど
の
経
営
に
携
わ
っ
た
者
と
い
え
よ
う
。
明
和
の
舟
知
市
郎
右
衛
門
の
願
書(

史
料

・
史
料

)

に
説
か
れ
た
武
力
面
で
の
奉
仕
の
実
否
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
経
済
的
側
面
へ
の
関

29

30

与
は
一
九
世
紀
の
文
書
か
ら
読
み
取
れ
る
。
舟
知
家
は
一
九
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
経
済
力
を
つ
け
、

院
僧
仲
間
に
お
い
て
も
重
き
を
増
し
た
家
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
前
半
に
は
地
下
の
古
格
が
衰

え
つ
つ
あ
っ
た
と
す
る
宮
坂
論
文
の
見
解
を
参
照
す
る
に
、
宝
暦
の
争
論
を
経
て
院
僧
が
勢
力
を
伸

ば
し
、
更
に
そ
の
中
で
台
頭
し
た
の
が
舟
知
家
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
粗
雑
な

推
論
に
過
ぎ
な
い
。
『
舟
知
家
文
書
』
の
精
査
に
よ
っ
て
、
院
僧
の
体
系
的
な
把
握
が
進
む
こ
と
を
期

し
た
い
。

註
(

１)

宮
坂
敏
和｢

南
朝
回
顧
の
思
想
と
吉
野
山
地
下
一
党
に
つ
い
て｣

(

『
吉
野
―
そ
の
歴
史
と
伝
承
―
』
岩

田
書
院
、
一
九
九
〇
年
。
初
出
一
九
七
一
年
。
以
下｢

宮
坂
論
文｣

と
表
記
す
る)

。
吉
野
町
史
編
集
委
員

会
編
『
吉
野
町
史
』
下
巻
、
民
俗
一
―
３｢

地
下
の
衆｣

(

吉
野
町
役
場
、
一
九
七
二
年
、
執
筆
岩
井
宏
実)

。

首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』
第
一
部
第
三
章
三｢

寺
僧
と
満
堂
・
社
僧｣

〔
地
下
と
院
僧
と
主
代
〕(

国
書

刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年)

。
首
藤
著
書
に
よ
る
と
、
主
代
は
、
満
堂
に
お
け
る
、
寺
僧
の
院
僧
に
相
当
す
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第1章2節 吉野山の院僧

る
存
在
と
い
う
。『
舟
知
家
文
書
』
で
は
、
第
四
函
六
〇
号｢

主
代
院
僧
一
件
済
口｣

が
、
天
保
三
年(

一
七

四
〇)

の
主
代
と
院
僧
の
争
論
に
関
わ
る
文
書
で
あ
る
。

(

２)
『
平
木
家
文
書
』｢

地
下
記
録｣

(

『
吉
野
山
修
験
道
関
係
資
料
調
査
報
告
書
』
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、

一
九
八
三
年)

。｢

地
下
中
并
院
僧
ト
争
論
記｣

(

天
理
図
書
館
保
井
文
庫
所
蔵
、
首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』

国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
、
付
編
史
料
補
遺)

。｢

地
下
記
録｣

は
、
末
尾
の
記
述
に
よ
っ
て
、
安
政
七

年(

一
八
六
〇)
に
浦
壁
香
左
衛
門
令
香
が
ま
と
め
た
も
の
で
、
収
録
さ
れ
る
文
書
に
よ
っ
て
浦
壁
が
地
下

と
分
か
る
。｢

地
下
中
并
院
僧
ト
争
論
記｣

は
地
下
中
惣
代
福
角
藤
大
夫
と
阪
本
政
右
衛
門
の
返
答
書
を
龍

見
正
延
が
写
し
た
も
の
で
、
龍
見(

竜
見)

も
地
下
で
あ
る(

宮
坂
論
文
参
照
。｢

地
下
記
録｣

に
は
地
下
老

分
に｢

辰
巳
七
左
衛
門｣

が
見
え
る)

。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
刊
本
の
翻
刻
に
依
拠
し
た
。
な
お
、

宮
坂
論
文
や
『
吉
野
町
史
』
に
は
、
他
に
も
地
下
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
を
引
用
す
る
が
、
本
稿
で
は
そ

れ
ら
を
直
接
確
認
で
き
て
い
な
い
。

(

３)
｢

地
下
記
録｣

収
録
の
宝
暦
五
年(

一
七
五
五)
正
月｢

御
ヶ
条
ニ
而
御
尋
之
趣
書
付
を
以
申
上
候
覚｣

。｢

吉

野
山
地
下
人
老
分
幣
役
神
人｣

が
連
名
で
学
頭
か
ら
の
尋
ね
に
対
し
て
返
答
し
た
文
書
で
あ
る
。
な
お
、

当
該
文
書
に
お
い
て
地
下
か
ら
輩
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
金
峯
山
寺
僧
侶
の
う
ち
満
堂
で
あ
る
。

(

４)

恵
心
院
忍
達
に
つ
い
て
は
、
首
藤
『
金
峯
山
寺
史
』
第
一
部
第
三
章
二｢

天
海
と
学
頭
・
学
頭
代｣

。
ま

た
、
宮
坂
論
文
で
は
、
院
僧
か
ら
学
頭
に
差
し
出
し
た
反
駁
文
の
写(

『
小
川
家
文
書
』)

を
引
用
す
る
が
、

宝
暦
五
年
六
月
の
文
書
で
あ
り
、
内
容
も
『
舟
知
家
文
書
』
史
料

と
異
な
る
。

27

(

５)

首
藤
『
金
峯
山
寺
史
』
第
一
部
第
三
章
三｢

寺
僧
と
満
堂
・
社
僧｣

。

(

６)
｢

地
下
記
録｣

収
録｢

御
ヶ
条
ニ
而
御
尋
之
趣
書
付
を
以
申
上
候
覚｣

。

(

７)

宗
休
と
小
兵
衛
の
名
は
第
五
函
第
二
括

号
、
天
和
四
年(

一
六
八
四)

正
月
二
三
日｢

一
札
之
事｣

の
差

6

出
に
見
え
る
。
こ
の
文
書
で
は
院
僧
の
肩
書
き
は
な
い
。
内
容
は
下
市
地
下
中
に
宛
て
て
、
吉
野
山
一
の

坂
よ
り
本
堂
ま
で
桜
並
木
の
植
樹
を
銀
三
百
目
で
請
け
負
う
も
の
で
あ
る
。
史
料

文
書
と
同
じ
く
、
こ

17

の
文
書
で
も
宗
休
ら
は
苗
字
を
つ
け
ず
、
名
の
み
を
記
し
て
い
る
。

(

８)

史
料

の
一
箇
条
に
ば
、
院
僧
の
株
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

31

(

９)

史
料

で
は｢

平
嘉
介｣

、
史
料

で
は｢

中
平
嘉
介｣

と
記
す
が
、
こ
れ
は
一
方
が
誤
写
と
考
え
ら
れ

31

32

る
。
ま
た
史
料

に
は｢

森
下
吉
郎
兵
衛｣

は
見
え
な
い
。

32

(
)

宮
坂
論
文
。

10

(
)

首
藤｢

金
峯
山
寺
の
花
供
懺
法
会
に
つ
い
て｣

(

日
本
佛
教
史
の
研
究
会
編
『
木
村
武
夫
先
生
喜
寿
記
念

11

日
本
佛
教
史
の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
六
年)

、
首
藤
『
金
峯
山
寺
史
』
第
二
部
第
三
章｢

花
供

懺
法
会｣

(

三
三
九
―
三
六
五
頁)

。
花
供
懺
法
会
に
つ
い
て
は
主
に
前
者
に
、
知
識
場
に
つ
い
て
は
後
者

に
よ
っ
た
。
な
お
、｢

地
下
記
録｣

所
収｢

御
ヶ
条
ニ
而
御
尋
之
趣
書
付
を
以
申
上
候
覚｣

に
お
け
る
地
下
の

呼
称｢

吉
野
山
地
下
人
老
分
幣
役
神
人｣

の｢

幣
役
神
人｣

は
花
供
懺
法
会
に
お
い
て
末
社
に
幣
を
捧
げ
る
役

を
、
往
古
よ
り
担
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
と
同
文
書
に
見
え
る
。
『
舟
知
家
文
書
』
第
五
函
二
括
一
六

号
学
頭
か
ら
の｢

申
渡
之
覚｣

で
は
、｢

幣
役
神
人｣

呼
称
は
申
し
伝
え
ば
か
り
で
御
免
は
な
い
、
と
し
て
停

止
さ
れ
て
い
る
。

(
)

首
藤
『
金
峯
山
寺
史
』
第
三
部
第
三
章｢

僧
院
僧
坊｣

。

12

(
)

第
五
函
四
括
に
は
知
足
院
納
所
か
ら
舟
知
雄
兵
衛
に
宛
て
た
金
子
預
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
。

13

舟
知
と
知
足
院
の
つ
な
が
り
は
継
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
検
討
に
は
至

れ
な
か
っ
た
。
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